
 

インターネットによる求人情報 

 内容 

募集者 埼玉県熊谷児童相談所 

募集職種 里親委託強化推進員（会計年度任用職員）１名 

職務内容 

 

〇里親等委託の調整 

〇里親の相談指導 

〇パソコンによる文書作成及びデータ入力作業 

勤務時間・曜日

等 

週２９時間 

休憩時間は、原則正午から午後１時（６０分） 

勤務日の割り振りについては応相談 

応募資格 １ 必要な資格・経験 

児童相談業務に従事した経験を有するなど児童福祉に精通している

者であり、かつ、里親制度等に対する理解があり、子どもの立場にたっ

て事業を推進することができる者であって、以下のいずれかに該当する

者とする。 

① 社会福祉士 

② 精神保健福祉士 

③ 児童福祉法第 13 条第３項各号のいずれかに該当する者 

④ 里親として、又は小規模住居型児童養育事業、乳児院、児童養護

施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設において子ども

の養育に５年以上従事した者であって、里親制度等への理解及びソ

ーシャルワークの視点を有する者。 

２ 必要な免許等  

パソコン（ワード、エクセル等）の基礎的技能  

３ 年齢・性別・学歴は問いません。  

４ 国籍は問いません。ただし、採用時に当該職務に従事可能な在留資格

がない場合には採用されません。  

※地方公務員法第１６条に該当する人（次のいずれかに該当する人）

は受験できません。  

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの人  

・埼玉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を

経過しない人  

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

又はこれに加入した人 

必要経験年数 上記資格があれば、経験なくても可 

採用時期 令和６年４月１日 

勤務条件 １ 任用期間  



 

 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで  

勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることがあ

ります。  

２ 勤務日数・勤務時間  

週２９時間 

※休憩時間：原則正午～午後１時（６０分）  

※勤務日の割り振りについては応相談。  

３ 休日  

原則、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～翌年

１月３日）です。  

４ 休暇  

年次休暇１０日、その他は県の規定によります。  

５ 報酬  

月額：１５１，９００～１８１，４００円  

※報酬は学歴・経験を考慮の上、決定します。  

６ 諸手当  

期末手当及び勤勉手当：一般職の常勤職員の例により支給  

７ 交通費  

別途支給（県の規定によります。）  

※通勤距離の片道が２km 未満の場合等には支給されません。  

８ 社会保険  

健康保険（共済）、厚生年金保険、雇用保険あり  

※加入条件を満たす場合に限ります。  

９ 勤務地  

埼玉県熊谷児童相談所  

所在地：〒３６０－００１４  熊谷市箱田５－１３－１ 

※「５ 勤務条件」については、採用までに関係条例、規則等の改正

が行われた場合は、その定めるところにより変更します。  

 

必要書類 

 

履歴書及び身上書（様式指定） 

※埼玉県ホームページからダウンロードしてください。 

 熊谷児童相談所 令和6年度会計年度任用職員の募集について - 埼玉

県 (saitama.lg.jp) 

 

応募方法・書類

提出先 

１ 応募は、履歴書・身上書に写真を貼り、必要事項を記入の上、下記担

当あてに提出してください。  

２ 提出は、郵送又は持参となります。  

３ 封筒の表面には「会計年度任用職員応募」と朱書きし、裏面に御自分

の住所、氏名を明記してください。  

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0611/syokuin-bosyu/kai04.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0611/syokuin-bosyu/kai04.html


 

４ 郵送される場合、簡易書留等によらない場合の事故については、責任

を負いません。  

５ 持参される場合の受付時間は、平日午前８時３０分から正午、午後１

時から午後６時１５分までです。 

６ 提出いただいた書類は、返却いたしません。 

応募締切日 令和６年２月９日（金）【必着】 

応募書類の提

出先及び問合

先 

〒３６０－００１４ 熊谷市箱田５－１３－１ 

担 当：埼玉県熊谷児童相談所 総務担当 黒澤  

ＴＥＬ：０４８－５２１－４１５２ 

ＦＡＸ：０４８－５２０－１０３６ 

メール：k230967@pref.saitama.lg.jp 

担当名 埼玉県熊谷児童相談所 総務担当 黒澤 

その他 １ 応募者多数の場合は、受付期間中であっても募集を締め切ることがあ

ります。 

２ 応募される前に必ずご確認ください。 

 


